
                  

事 務 連 絡 

平成 30 年 11 月 22 日 

 

 

一般社団法人日本病院会 御中 

 

 厚生労働省医政局医療経営支援課 

 

 

平成 30 年度医療施設経営安定化推進事業 

アンケート調査へのご協力のお願い 

 

 厚生労働行政の推進につきましては、平素よりご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 さて、平成 30 年度は標記の事業について、「病院経営管理指標及び医療施設における

経営上の課題に関する調査研究」と「医療施設における未収金の実態に関する調査研究」

を行うこととしています。これらは病院が経営分析を行うための材料として、開設主体

の異なる各種の病院の会計情報等から経営管理に有用な指標を作成し提供すること、未

収金の実態を把握することを目的としております。 

つきましては、本調査に当たって可能な限り多くの病院に参加していただけるよう、

貴会から会員に対して周知のご協力をいただきたくお願い申し上げます。 

 

 

（添付資料） 

 ・平成 30 年度 厚生労働省 医療施設経営安定化推進事業について 

 ・「病院経営管理指標及び医療施設における経営上の課題に関する調査研究」 

【調査票】 

  ・「医療施設における未収金の実態に関する調査研究」【調査票】 

＜担当＞ 
厚生労働省医政局医療経営支援課 

  出雲、深澤（内線 2672、2671） 
代表 03-5253-1111、直通 03-3595-2261、ＦＡＸ03-3580-9644 

 



 

 

平成30年度 厚生労働省医療施設経営安定化推進事業について 

 
 
１．概要 

本事業は、「病院経営管理指標及び医療施設における経営上の課題に関する調

査研究」と「医療施設における未収金の実態に関する調査研究」を行うこととし

ています。 

「病院経営管理指標及び医療施設における経営上の課題に関する調査研究」

は、病院が経営分析を行うための材料として、開設主体の異なる各種の病院の会

計情報等から経営管理に有用な指標を作成し提供すること、経営課題を把握し

支援策を検討することを目的としています。 

また、訪日外国人患者に関する事項を含めた医療施設における未収金の実態

を把握することを目的とし、「医療施設における未収金の実態に関する調査研究」

についても調査いたします。 
 

２．事業実施方法 

厚生労働省から委託を受けた民間シンクタンク（平成３０年度年度委託先：M

S＆ADインターリスク総研）が実施します。（調査の実施主体は民間シンクタン

クであり、調査内容及び調査手法については民間シンクタンクのノウハウを活

用します。） 

 

３．調査対象 

  （病院経営管理指標） 

  以下の運営主体が開設している約７,１００病院 

○医療法人 

○医療法第７条の２に規定する開設者 

【自治体】 

 都道府県、市町村、地方独立行政法人 

【旧社会保険関係団体】 

 健康保険組合及び連合会、共済組合及び連合会、国民健康保険組合、JCHO 

【その他公的医療機関】 

 日本赤十字社、済生会、北海道社会事業協会、厚生農業協同組合連合会 

 

（未収金の実態に関する調査） 

  約８,４００病院 

〇平成30年5月末の医療施設動態調査に計上されている病院 

 

 



平成３０年度 医療施設経営安定化推進事業

病院経営管理指標及び医療施設における経営上の課題に関する調査研究

※弊社では個人情報及び法人情報を特定できるデータを含む文書類については、施錠可能な場所に保管しています。
個人情報及び法人情報の取扱いについては情報管理に関する社内規程を定め、個人情報及び法人情報の保護を
徹底しています。

○調査目的

病院経営の実態を明らかにし、病院の質的向上とともに健全な運営に資する経営管理の指標を作成するための

基礎資料を得ること及び病院経営上の課題を把握することを目的としています。

○調査対象

調査対象は平成３０年５月末現在における以下の開設者となります。

・医療法人が開設する病院

・医療法７条の２に規定する開設者が開設する病院

○調査事項

平成2９年度の施設の概況、財務状況、経営実績と経営状況等

○記載方法
調査票への記入・提出は、次の①～③のいずれかの方法で行って下さい。

①事務局ホームページよりダウンロードしたエクセルファイルに入力する

（事務局ホームページＵＲＬ：https://www.irric.co.jp/2018_iryousuisinn/）

ダウンロードしたファイルに入力の上、エクセルファイルを事務局宛（iryou2018＠ms-ad-hd.co.jp）
にメールで送付してください。
※エクセルファイルには安全のためパスワードが設定されています。ファイルを開くためのパスワードは、
「irric2018」です。

②郵送された調査票に手書きで記入する
記入した調査票を同封の返信用封筒により、事務局宛に送付して下さい。

※なお、返信用封筒を紛失された場合等は、弊社宛の着払郵便にて送付ください。

③事務局からのＥメールに添付されたエクセルファイルに入力する
過去に医療施設経営安定化推進事業で実施された調査にご協力いただいた病院につきましては、

事務局からＥメールでエクセルデータをお送りさせていただいております。
当該エクセルデータに入力の上、エクセルファイルを事務局宛（iryou2018＠ms-ad-hd.co.jp）に

メールで送付してください。
※エクセルファイルには安全のためパスワードが設定されています。ファイルを開くためのパスワードは、
「irric2018」です。

注 ご回答の内容は統計的に処理し、個別病院の情報として公表することはございません。

○提出方法

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研宛に電子メール又は、同封の返信用封筒にて提出ください。

送付先電子メールアドレス： iryou2018＠ms-ad-hd.co.jp

郵送先住所・宛名
〒101－0063 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス
MS＆ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメント第二グループ
田中 大一

○提出期限
平成３1年１月16日（水）１７時必着

○本調査に関する問い合わせ先（事務局）

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメント第二グループ

田中大一（たなかまさかず）、大瀧雅世（おおたきまさよ）
電話番号 ０３－５２９６－８９７６（平日９：００～１７：００）

見本



平成２９年度病院経営管理指標調査

１．宛名記載の医療機関の財務情報（病院単体）をご記入下さい。

①病院単体の貸借対照表（Ｂ/Ｓ）※１、損益計算書（Ｐ/Ｌ）※１をご記入下さい。

②病院単体のＢ/Ｓ、Ｐ/Ｌどちらかのみを作成している場合

→病院単体で作成しているもののみご記入下さい。

③病院単体での財務データをお持ちでない場合

→【財務票】については記入せず、別紙の【概況票】へお進み下さい。

④ご記入がお手数の場合

→最新の決算書及び過去２年度分※１の原本コピーを送付してください。

２．期中で、運営主体の変更など、施設の概況に大きな変更があった場合はお問い合わせ下さい。

○病院会計準則について（厚生労働省医政局ＨＰ）

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tuchi/jyunsoku01.html

平成２９年度病院経営管理指標調査【財務票】

公的医療機関等、開設主体としての会計基準を有する医療機関においては、病院会計準則適用
ガイドライン（平成16年8月19日医政発第0819002号）を参照して下さい。

３．各勘定科目については、病院会計準則【改正版】（平成16年8月19日医政発第0819001号）の
　科目により整理してご記入下さい。

※１　財務票については、把握できる最新の決算書の数値についてご記入下さい。
　(３ページの問３．過去２年度分の医業収益・費用及び固定資産等の状況については、

 最新から遡って過去２年間の数値をご記入下さい)

※２　費用が不明の欄は空欄とし、０円の場合は０を記入して下さい。
　また、合計値のみ把握し内訳が不明の場合も、内訳項目欄は空欄とし、合計欄のみご記入
　下さい。
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平成３０年度 医療施設経営安定化推進事業

医療施設における未収金の実態に関する調査研究

※弊社では個人情報及び法人情報を特定できるデータを含む文書類については、施錠可能な場所に保管しています。
個人情報及び法人情報の取扱いについては情報管理に関する社内規程を定め、個人情報及び法人情報の保護を
徹底しています。

○調査目的

我が国においては、平成30年6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、日本の医療機関の外国人への

対応能力の向上、渡航受診者・外国人観光客受入能力向上の推進が謳われています。平成29年の訪日外国人数は約2,620万

人と過去最高となっており、さらに今後、2019年はラグビーワールドカップ、2020年は東京オリンピック・パラリンピッ

クが開催されることから、訪日外国人の一層の増加が見込まれることは確実と思われます。そのため医療機関においては、こ

れまでの医療施設経営に加えて、訪日外国人への対応を行うことが急務となってきています。

一方、医療施設の経営安定化という観点では、医療費の未払いによる未収金の回収は重要な課題となっています。

本調査では、訪日外国人患者に関する事項を含めた、医療施設における未収金の実態を把握し、多角的な分析を実施します。

さらに、本調査の結果により、訪日外国人が日本入国前の段階で補償額やキャッシュレス付帯サービスが十分な旅行保険への

加入を推奨すること等を国に提言できるようなものとしたく、何卒、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

○調査対象

平成３０年５月末現在における日本全国の病院が調査対象となります。

○調査事項

平成３０年１０月、１１月現在における未収金の現況及び対策

○記載方法
調査票への記入・提出は、次の①～④のいずれかの方法で行って下さい。

①事務局ホームページよりダウンロードしたエクセルファイルに入力する

（事務局ホームページＵＲＬ：https://www.irric.co.jp/2018_iryousuisinn/）

ダウンロードしたファイルに入力の上、エクセルファイルを事務局宛（iryou2018＠ms-ad-hd.co.jp）にメールで
送付して下さい。
※エクセルファイルには安全のためパスワードが設定されています。ファイルを開くためのパスワードは、
「hounichi30」です。

②ウェブアンケートサイトから入力する
ウェブアンケートサイト（ＵＲＬ：https://lrgb.f.msgs.jp/webapp/form/22085_lrgb_1/index.do）にアクセス頂き、
サイト内の指示に従ってご入力下さい。

③郵送された調査票に手書きで記入する
記入した調査票を同封の返信用封筒により、事務局宛に送付して下さい。

※なお、返信用封筒を紛失された場合等は、弊社宛の着払郵便にて送付下さい。

④事務局からのＥメールに添付されたエクセルファイルに入力する
過去に医療施設経営安定化推進事業で実施された調査にご協力いただいた病院につきましては、事務局からＥメールで

エクセルデータをお送りさせていただいております。
当該エクセルデータに入力の上、エクセルファイルを事務局宛（iryou2018＠ms-ad-hd.co.jp）にメールで

送付して下さい。
※エクセルファイルには安全のためパスワードが設定されています。ファイルを開くためのパスワードは、
「hounichi30」です。

○提出方法

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研宛に電子メール又は、同封の返信用封筒にて提出下さい。

送付先電子メールアドレス： iryou2018＠ms-ad-hd.co.jp
郵送先住所・宛名
〒101－0063 東京都千代田区神田淡路町2-105 ワテラスアネックス
MS＆ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメント第二グループ
田中 大一

○提出期限
平成３1年１月16日（水）１７時必着

○本調査に関する問い合わせ先（事務局）

ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 事業継続マネジメント第二グループ

田中大一（たなかまさかず）、岡本慎一（おかもとしんいち）
電話番号 ０３－５２９６－８９７６（平日９：００～１７：００）
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医療費の定義

医療費とは、外来・入院に関わる医療費等の患者自己負担分において、以下の窓口負担金とします。

①外来・入院費用における診療報酬の自己負担分

（現役世代３割負担・後期高齢者１～３割負担、無保険者等１０割）

②入院費用実費負担分（差額ベッド代、食費、おむつ代等）

③レンタル費用（病衣、タオル等）　等

ただし、自賠責保険や政府労災保険で支払われるべき額は除きます

未収金の定義

○未収金の定義

未収金とは、患者が支払う医療費のうち、医療費等が支払われるべき期日までに支払われなかった金額。

初回支払期日までに支払わなかった額を発生月ベースで合計したもの。

なお分割払い債権については、以下の通りとする。

○未収金の分類

今回の調査対象となる未収金は２です

訪日外国人の定義

本調査における訪日外国人とは、観光やビジネス等の目的で来日し、不慮のケガや病気で受診した日本の公的医療保険
に加入していない外国人（医療目的で来日した外国人を除く）

種類 対象有無 備考

窓口負担金
（医療費自己負担分）

○
　入通院費

差額ベッド代実費　等

自賠責・政府労災に
関わる未収金

×
各種機関への請求により
回収できるため対象外

②長期入院の支払いなど、入院期間中に一定日までの入院費の支払いを行う分割払いを行っている場合は、
　分割払いの支払い期限までに支払われなかった金額

①本来の支払期限到来後に分割払いに応じた場合は、本来の支払期限までに支払わなかった全額(分割払いの期限ではない）

1

本調査における用語の定義

2

3

4

分類

保険者負担の未収金（保険者とは、社会保険、国民健康保険や共済等）

患者負担の窓口未収金

医業外未収金（国県補助金収入などのこと）

クレジット未収金

説明




